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1. 本校の現状
　山手学院は横浜市栄区にあり，2016年に 50周年
を迎える私立の学校です。卒業後は，ほぼ全員が大
学への進学を希望し，おおむね希望を叶えています。
　新課程になってからは，高校一年生で「社会と情
報」を実施しています。中学から持ち上がりの 5ク
ラスと，高校から入学した 7クラスがあるので，教
科担当は 3名配当されています。1クラス 40名前
後です。学内にコンピュータ室は 2教室あり，その
おのおのにクラス人数より多めの 48台の生徒機が
あるので，恵まれた環境になっています。

2. 情報モラル教育実施前のアプローチ
　情報モラルの授業は，大学での専攻が数学や理科
が多い教師側としては，法律や道徳の内容が多く教
えにくいと感じていることでしょう。また生徒側も
何かと難しい話が多くて，道徳のようであり，面倒
だという意識を持ちがちです。実際，他校において
ですが，なぜ情報の科目の中で著作権を勉強するの
か？という疑問を持った生徒もいました。
　そのため，事前アプローチに少し時間をかけるこ
ととしました。

2.1 大学での現状
　教育心理学では，自分の将来に直結した内容は教
育効果が高いことが解っています。そのため，大学
進学率が高い本校では，大学での現状を伝えること
が励みになると考えました。
　大学教員とのよもやま話で，大学生でもレポート
が書けないということを聞いていました。レポート
において情報モラルが関連する部分というと，引用
です。大学のみならず，レポートというと，生徒は
ウェブページを引用する機会も多いのではないで
しょうか。
　引用の仕方はとても大切です。高校ではあいまい
になっているかもしれませんが，大学ではレポート

は勿論，卒業論文などの論文などを書く場合に引用
は必須です。学会によっては，論文をウェブページ
より参照できるところもあります。
　引用方法を誤ると，受理されず，単位取得に影響
したり，最悪の場合は，学内の掲示板に盗用として
名前が貼り出されたりすることが有ることを伝えま
した。
　生徒は将来的に利用するものだと解ったようで，
授業をよく聞いていたようです。

2.2 世の中の現状
　世の中で著作権や特許権などの侵害によりトラブ
ルが発生していることは，生徒も何となく解ってい
るようです。チェーンメールを受け取ったことが有
る生徒も多く，LINEが犯罪に使われたことを何と
なく知っている世代です。
　実際に犯罪の事例の掲載されたウェブページを中
央モニタに表示し，原因と考えられることや，注意
すべき点を伝えました。加害者の年齢が高校一年生
と同じだった犯罪も有りましたので，注意を引いた
ようです。
　今回は授業時間の都合上，教師側からの提言でし
たが，調べ学習の課題とすることも考えられます。
　このように知識を持つことで，犯罪の被害者や加
害者になる可能性が減ることを伝えると，納得して
くれました。
　若い世代は，実は自分が世の中に貢献できること
が有れば良いなと思い，できることが有るならやり
たいと考えているようです。高校生も例外ではあり
ません。
　例えば地震の被災地に行って積極的に活動するほ
どの時間や勇気は無いまでも，チェーンメールに関
しても，自分が転送しないことで他の人のためにな
ることを伝えると納得してくれました。
　この場合，単に迷惑だから止めようという道徳的
な面については，相対的に重視する度合いが低いよ
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うです。しかし，トラフィック量の点から，本当に
困っている人に対して迷惑だからという他の視点を
説明すると，かなり納得してくれたようです。
　このように複数の視点からものごとを見ることの
大切さも，ある程度は解ってくれたようです。

2.3 自分の可能性を広げた人の実例
　知的財産権には，金銭や職業に関連する部分も有
るので，実例を出すとかなり興味を持って聞いてく
れます。
　例えば知人で，ある発明で特許権を取得して大企
業と契約し，月に 100万円以上の特許使用料の収入
を得ていた人がいました。多分多くの人が，一度は
目にしたことのある発明だと思います。これを伝え
ると，特に男子の目が輝きます。
　主婦でも知的財産権により億単位の収入が有った
人は有名です。
　青色発光ダイオードで日本人がノーベル賞を取っ
たことはとてもタイムリーでした。その中のお一人
で米国の大学の教授になった方にお会いしお話を
伺った人からの又聞きでは，研究室に学生を一人抱
えると，多額の研究費がかかるので，資金集めが大
変だそうです。知的財産権は研究費にも役立ちます
し，企業や個人の寄付を募り，より良い研究の継続
のためにもバックグラウンドになることでしょう。
　自分が買ったもの，あるいは手に取った製品に，
知的財産権に関して申請中である旨の説明書きを見
た経験のある生徒も多いようです。説明書きの意味
も理解してもらえました。
　これらは，今はスマホのアプリを楽しんで使って
いるだけである高校生が，使う人から作る人へ，新
しいアイディアを考えて作る人の収入になることを
知って欲しいと思って話しました。休み時間の話題
として自分の考えたアイディアを話し合っている生
徒がいて微笑ましくなりました。

2.4 知的財産権と職業
　大企業の方に伺った話です。海外からその会社の
製品が，特許権を侵害しているという訴えを出され
たそうです。社内で調査した結果としては，侵害す
るものではなく，その件を伝えたところ，それ以上
の反応は無かったということです。
　このように知的財産権に関するトラブル事例は，

国内外に関わらず，増えはするものの，減ることは
無いでしょう。
　従って国内のみならず国際的に法律に携わる弁護
士や，産業財産権に関する業務を行う弁理士，また
書類に関する業務を行う司法書士などはまだまだ需
要が伸びる職種でしょう。
　実際に企業である程度知識と経験を経てから，個
人として独立する方もいらっしゃいます。
　企業によっては，知的財産権を取得することを積
極的に推進する会社もあります。所持する知的財産
権の数を公表し，それが企業の信頼にも役立ってい
ます。ですから，実際に取得する人間のみならず，
管理運用などの人材も必要です。
　また，企業や病院のコンプライアンス部門や監査
部門など，個人情報も含めて，情報モラルに関する
職種はますます重要になってきます。
　今後広がる可能性が多い分野なので，生徒が興味
を持てば，進学の学部選択のきっかけや手がかりと
して有用なことを伝えました。
　専門知識が有れば女性でも活躍しやすい分野なの
で，励みになってくれることでしょう。

3. 実習の具体例
3.1 知的財産権クイズ
　教科書 1）p.56～ 61の講義の合間及び終了時に，
p.176～ 177の巻末資料を利用した知的財産権に関
するクイズを適宜実施しました。〇×形式で答える
問題をプレゼンテーションソフトにより作成しまし
た。問題スライドと解答スライドを別スライドにし，
中央モニタに表示しました。
　解答スライドには正解か不正解かの解答だけでは
なく，簡単な解説や関連知識なども入れ込みました。
心理学の記憶の方略のひとつに，記憶したことを効
率よく想起するために，記憶に至る道筋をたくさん
用意しておく方法があります。人の名前が覚えられ
ない場合に，動物や植物，お会いした場所や天気な
ど，別の内容と結びつけておくことで記憶する方法
が良い例です。ですから解答は単なる〇×ではなく，
関連した事柄を書くことが記憶のヒントになると考
えました。
　しかし，余り類似した内容は思い出すときに逆効
果になりますので，注意が必要です。
　スライドは 10秒ごとに自動的に切り替わること
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　この実習はプレゼンテーションソフトを使ったた
め，後に実施するプレゼンテーション実習の準備に
もなりました。スライドの作り方や入力の仕方の解
説の時間が省けました。
　しかし実際にプレゼンテーションを実施するとな
ると，異なる点も有ります。最も注意すべき点は，
スライドに文章を記述しているところです。
　プレゼンテーションのように口頭発表の発表資料
としてスライドを使う場合には，書き方が異なるこ
とを覚えておいて，後のプレゼンテーション実施の
スライド作成時に強調すべきでしょう。

3.2 個人情報に関するグループワーク
　コンピュータ室において席が近い人を集め，数名
のグループを作ります。人数は3～5名が良いでしょ
う。本校では 4名が 1つのテーブルに配置されてい
ますので，4名を 1グループとしました。それでも
1クラスに一人二人は参加していない生徒もいまし
たが，おおむね何となくでも参加していたようです。
　グループ内で一人が書記となります。キーボード
による入力速度が速い生徒が書記になっているよう
です。個人情報を預けてある場所や企業，預けてあ
る個人情報を，グループ内でなるべくたくさん見つ
けて記述し提出させました。
　提出した内容は中央モニタに提示し，結果をシェ
アしました。
　グループ内での話し合いの時間は 20分ほどとし
ます。それ以上だとだらけたり，飽きたりする生徒
が出てきます。
　行き詰っていたら，自分のお財布を見るように指
示しました。お財布は会員証や友達どうしで交わし
た手作り名刺など，いろいろな個人情報が入ってい
るのでヒントになりやすいものです。
　教育関連企業の個人情報漏えいが問題になり，生
徒も個人情報には無関心でいられなかった時だった
ので，効果が有ったようです。また，個人情報を預
けてある場所や内容が意外に多かったので，驚きが
有ったようです。
　高校生は性に関する興味も増えてくる頃です。こ
のワークに続けてリベンジポルノの話もしました。
女子にとっては，軽い気持ちで撮影したり，彼氏の
頼みで気軽に送信したプライベートな写真であって
も，トラブルにより流出の危険性が有ること，また

とし，解答は挙手や声に出さなくても，自分だけが
解れば良い形としました。
　時間は簡単な解説も含めて，20分ほど費やしま
した。
　今回は終了後，正答数ごとに挙手させ，正解が多
い生徒を褒めるなどのフィードバックをしました
が，時間が有れば文書ソフトのテンプレートを使っ
てその場で賞状を印刷し，授与することで，生徒の
成功体験にしても良かったかと思います。
　更に上記のクイズを見本として，生徒に知的財産
権クイズを作成させました。内容は教科書からでも
良いし，ウェブページを参照あるいは引用しても良
いことにしました。信頼性の高いサイトの考え方に
ついては，既に検索実習を終了しています。また，
一次情報や二次情報も大切な要素ですから，考える
ように伝えました。これらは授業で解説を済ませて
います。
　本校はフィルタリングソフトにより，ブログなど
の信頼性が低いと考えられるサイトはブロックして
あります。
　この実習は，法律に関連することでもありますし，
もう一度信頼性について考えさせる機会にもなりま
した。
　解答形式は〇×形式で，3問以上作成し提出させ
ました。解答スライドには，教師作成のスライドの
ように，何かひとこと入れてもらっています。
　あらかじめ，提出したクイズは後程中央モニタに
表示し，クラス内で知識をシェアすることを伝えて
おきました。
　提出したクイズを皆で見ることで知識が増えるだ
けでは無く，信頼性の確認ができ，いい加減な情報
では中央モニタに映し出されたときに自分が恥ずか
しいと思うせいか，ある程度のレベルの確保ができ
ました。
　良い問題は定期試験に活用させてもらうことも伝
えました。これで先生側も助かりました。
　この実習には 2時限分費やしました。本校は 45

分授業を 10分の休み時間を挟んで 2時間続きで実
施しています。
　同じ実習を，問題数を増やして大学の情報科教育
法の受講生にも実施しています。大学生も問題を作
ることは，非常に知識が増え，教える側の視点を得
ることができるため勉強になると言っていました。
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一旦ネット上で拡散したら回収は不可能であり，一
生ついて回る恐ろしい出来事であることを伝えまし
た。男子にとっても恐喝に使われた事例が発生して
いますので，身を守るためには必要な知識かと思い
ます。

3.3 プレゼンテーションでの応用
　引用の規則を守るなら，プレゼンテーションで画
像や音声，動画を利用することを許可しました。
　大企業の方に伺った話では，部門の予算調達のた
めに，企業内でプレゼンテーションを実施するそう
です。100億円を超える予算を調達し，海外でもプ
レゼンテーションをするその方によると，プレゼン
テーションの本質は，相手の態度を自分の意図する
方向へ変えたり，何かを啓発することだそうです。
　その第一歩の教育のためにも，画像や音声，動画
を使用することは説得力を増すことになります。広
く人に伝えるものですから，引用の仕方の知識があ
いまいだと，将来的に問題を起こす可能性がありま
す。ですから今のうちにしっかり体得してもらうた
めにも，引用の規則を厳守することを課しました。

4. それでも引用は難しい
　定期試験には出典の記述方法についての問題を出
しました。
　具体的には，「インターネットのウェブページを
引用する場合，出典は URLとサイト名が必要であ
る」という問が正しいか誤りかを記述する問題です。
教科書 p.59に書いてある内容です。
　試験はプレゼンテーション実施前に行いました。
　そのせいか，非常に正答率が低く，正解した生徒
は 4割未満でした。思わず模範解答が間違っている
のかとチェックするほどでした。
　ここまで正答率が低かった理由には 2つ考えられ
ます。
　ひとつは，認識の甘さであろうと思います。現在
は PCやスマホによるコピー＆ペーストが簡単にで
きる時代です。今まで何気なく行ってきたコピー＆
ペーストが，正式な文書では著作権法上許されない
という自覚が無いのでしょう。
　もうひとつの理由は，なぜ出典にアクセス日を
記述しなければならないかが解らないようです。
ウェブサイトは頻繁に更新される可能性が有りま

すが，PCやスマホ使用歴が短い高校一年生には，
サイトの内容がすぐに変わったり，サイト自体が
無くなったりすることが身近に起きていないのか
も知れません。
　アクセス日は，自分のレポートの正当性を主張す
るためにも必要です。提出日に参照した内容が無く
なってしまっても，確かに存在したことのあかしで
も有ることを伝えると納得してくれました。
　定期試験に引用の規則について出題したにも関わ
らず，プレゼンテーションのスライド作成時に出典
が記述されていない生徒もいました。注意を促して，
あわてて教科書を確認したり，当該サイトに再度ア
クセスするような状況もありました。
　このような混乱を避けるためにも，プレゼンテー
ションプランニングシートを配布し，URLとアク
セス日を記述させるようにしています。
　スライドなどを作成することに集中すると，出典
は些細なこととして注意が向かなくなる傾向が有る
ようです。これを避けるためには，繰り返し重要で
あることを確認すること，及び提出物のチェックリ
ストを配布し，提出前に確認させる作業が有用で
しょう。

5. 今後の課題
　今年度は実習項目の目新しさよりも，実施前後に
実習効果を高める方法を重視することを選びまし
た。
　「社会と情報」は，その名の通り，広く社会を見渡
した上で，今後の社会をけん引する若い世代へ実施
する教育科目です。ともすれば忙しさにまぎれて，
狭い社会で生きていきがちですが，なるべく異業種
交流会や同窓会などで教員以外の人から積極的に話
を聞いたり，ネットや新聞などで知識を増やし，別
の次元の視点を意識していきたいと考えています。
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